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は じ め に 
 

１．経緯 

平成14年4月に施行された改正水道法により、水道事業における管理体制強化方策の一つと

して、水道の管理に関する技術上の業務を、水道事業者等（水道事業者及び水道用水供給事業

者をいう。以下同じ）及び需要者以外の第三者に委託できる制度（以下「第三者委託」という。）

が創設された。 

厚生労働省は、水道事業者等による第三者委託の普及・啓発を図り、水道事業の運営基盤強

化に適正に活用されるよう、水道事業者等が第三者委託の導入について検討する際の具体的な

手引きを整備することとし、社団法人日本水道協会への委託事業により「第三者委託の適正化

事業に係る調査」を平成14年度から16年度にかけて行った。 

その結果を踏まえ、その後明らかになった新たな課題に対応すること等により、手直しを行

って平成19年11月にとりまとめたものである。 

平成20年7月に改訂した水道ビジョンでは、新たな運営形態の導入による民間部門の業務評

価を公正かつ技術的、客観的に行う取り組みが十分ではないという指摘により、事業運営に係

る業務評価についての重点取り組み項目が示された。 

これを受け厚生労働省では、平成21年度より「水道事業運営に係る業務評価手法等に関する

調査」を行い、平成22年度に本手引きに、民間活用の際のモニタリング（業務監視）や発注時

の性能発注方式の促進等を追記したものである。 

本手引きの見直しにあたり、「水道事業運営に係る業務評価手法等に関する調査検討委員会

（座長 中北徹東洋大学大学院教授）」にて、3回にわたり検討を頂きました。 

 

２．本手引きの構成 

本手引きは、第三者委託を既に実施している水道事業者等を対象に行った実施状況調査を踏

まえ、第三者委託の手続きについて、調査事例を紹介しつつ、導入の検討にあたっての考え方

を整理したものである。本手引き書は、「１．総説」、「２．企画検討編」、「３．契約手続き編」

「４．業務実施編」により構成されている。 

「１．総説」では、本手引き書作成のために行った第三者委託等の実施状況調査の概要、本

手引き書利用にあたっての留意事項を解説した。また、第三者委託の基本事項について整理し

た。 

「２．企画検討編」では、第三者委託の検討着手から事業実施に至るまでの作業工程につい

て、導入までの手順参考例を示しながら紹介している。 

「３．契約手続き編」では、受託者が備えるべき要件について整理するとともに、その選定

方法について、実施例に基づき各受託者選定方法を紹介している。 

「４．業務実施編」では、モニタリング（業務の監視）の基本的な事項を確認し、要求水準

未達時や業務完了時の手続きについて、考え方等を紹介している。 

なお、本手引きは、実施事例を紹介すること等により、第三者委託の実施にあたっての参考

となる考え方を示すことを意図したものであり、標準的なひな形として示したものではないこ

とに留意されたい。 
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